
大 阪 府 条 例 第 百 五 号 

大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 
大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 八 年 大 阪 府 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。 
改 正 後 改 正 前 

  

別 表 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

一 （ 略 ） 

区 分 単
位 通 常 の 金 額 （ 略 ）

メ イ
ン フ

ロ ア 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円 

七 三 、 九 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ の 他

の 場 合 

一 一 〇 、 九 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

四 四 四 、 三 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

八 八 八 、 二 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 、 三 三 二 、

八 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 、 六 〇 三 、

九 〇 〇 

サ ブ
フ ロ

ア 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

三 九 、 二 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

五 九 、 二 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

二 三 六 、 九 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

五 九 二 、 三 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

八 二 九 、 一 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 四 七 、 五 〇

〇 

 
 
 

 
 

メ イ
ン プ

ー ル 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 三 二 、 一 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 九 八 、 〇 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

四 九 五 、 六 〇

〇 

別 表 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

一 （ 略 ） 

区 分 単
位 通 常 の 金 額 （ 略 ）

メ イ
ン フ

ロ ア 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円 

七 一 、 八 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ の 他

の 場 合 

一 〇 七 、 八 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

四 三 一 、 九 〇

〇 
そ の

他 の
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 
営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

八 六 三 、 五 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 、 二 九 五 、

七 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 
一 、 五 五 九 、

三 〇 〇 

サ ブ
フ ロ

ア 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

三 八 、 一 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

五 七 、 五 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

二 三 〇 、 三 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

五 七 五 、 八 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

八 〇 六 、 〇 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 二 一 、 一 〇

〇 

 
 
 
 
 
 

メ イ
ン プ

ー ル

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 二 八 、 四 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 九 二 、 五 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

四 八 一 、 八 〇

〇 



（ 競
泳 ） 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

六 六 〇 、 七 〇

〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ）

 

そ の 他

の 場 合 

九 九 一 、 二 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

二 、 四 七 八 、

二 〇 〇 

メ イ
ン プ

ー ル
（ 飛

込 ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

五 二 、 八 〇 〇 
そ の 他

の 場 合 
七 九 、 二 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 九 八 、 〇 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 六 四 、 三 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

三 九 六 、 三 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 九 一 、 二 〇

〇 

サ ブ
プ ー

ル 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 〇 五 、 六 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 五 八 、 四 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

三 九 六 、 三 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

五 二 八 、 七 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

七 九 二 、 九 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 、 九 八 二 、

四 〇 〇 

ア イ
ス ス

ケ ー
ト 場 

（ メ イ 

ン ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 六 五 、 二 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

二 四 七 、 九 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

六 二 〇 、 二 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

八 二 六 、 九 〇

〇 

そ の 他 

の 場 合 

一 、 二 四 〇 、

三 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

三 、 一 〇 一 、

一 〇 〇 

（ 競
泳 ） 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

六 四 二 、 三 〇

〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ）

そ の 他

の 場 合 

九 六 三 、 六 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

二 、 四 〇 九 、

三 〇 〇 

メ イ
ン プ

ー ル
（ 飛

込 ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

五 一 、 三 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

七 七 、 〇 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 九 二 、 五 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 五 六 、 九 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

三 八 五 、 二 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 六 三 、 六 〇

〇 

サ ブ
プ ー

ル 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 
生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 〇 二 、 六 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

一 五 四 、 〇 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 
三 八 五 、 二 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

五 一 四 、 〇 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

七 七 〇 、 八 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 、 九 二 七 、

三 〇 〇 

ア イ
ス ス

ケ ー
ト 場 

（ メ イ 

ン ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

一 六 〇 、 六 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

二 四 一 、 〇 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

六 〇 二 、 九 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

八 〇 三 、 九 〇

〇 

そ の 他 

の 場 合 

一 、 二 〇 五 、

八 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

三 、 〇 一 四 、

九 〇 〇 



ア イ
ス ス

ケ ー
ト 場

（ サ
ブ ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

四 九 、 五 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

七 四 、 五 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 八 六 、 〇 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 四 七 、 九 〇

〇 
そ の 他

の 場 合 
三 七 二 、 二 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 三 〇 、 二 〇

〇 

ト レ
ー ニ

ン グ
ル ー

ム 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

四 三 、 二 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

六 四 、 八 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 六 二 、 三 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 一 六 、 八 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

三 二 五 、 〇 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

八 一 二 、 七 〇

〇 

区 分 

単
位 

通 常 の 金 額 （ 略 ） 

メ イ
ン ア

リ ー
ナ 観

客 席 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

円 

二 三 二 、 二 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

そ の 他 の

場 合 

四 六 四 、 三 〇 〇 

サ ブ
ア リ

ー ナ
観 客

席 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

三 一 、 三 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

六 二 、 六 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 

多
目

的
ホ

ー
ル 

Ａ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

一 八 、 九 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

五 七 、 〇 〇 〇 

Ｂ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

一 七 、 二 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

五 二 、 五 〇 〇 

ア イ
ス ス

ケ ー
ト 場

（ サ
ブ ） 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

四 八 、 一 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

七 二 、 四 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 八 〇 、 八 〇

〇 

そ の
他 の

場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 四 一 、 〇 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

三 六 一 、 八 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

九 〇 四 、 三 〇

〇 

ト レ
ー ニ

ン グ
ル ー

ム 

ア マ
チ ュ

ア ス
ポ ー

ツ に
利 用

す る
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 

生 徒 等

が 利 用

す る 場

合 

四 二 、 〇 〇 〇 

そ の 他

の 場 合 

六 三 、 〇 〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 

一 五 七 、 七 〇

〇 
そ の

他 の
場 合 

利 用 者

が 入 場

料 を 徴

収 し な

い 場 合 
営 利 及

び 宣 伝

を 目 的

と し な

い 場 合 

二 一 〇 、 七 〇

〇 

そ の 他

の 場 合 

三 一 五 、 九 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料

を 徴 収 す る 場 合 
七 九 〇 、 一 〇

〇 

区 分 

単
位 

通 常 の 金 額 （ 略 ） 

メ イ
ン ア

リ ー
ナ 観

客 席 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

円 

二 二 五 、 七 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

そ の 他 の

場 合 

四 五 一 、 四 〇 〇 

サ ブ
ア リ

ー ナ
観 客

席 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

三 〇 、 四 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

六 〇 、 八 〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 

多
目

的
ホ

ー
ル 

Ａ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

一 八 、 三 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

五 五 、 四 〇 〇 

Ｂ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

一 六 、 七 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

五 一 、 〇 〇 〇 



Ｃ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

二 〇 、 三 〇 〇 

 

そ の 他 の

場 合 

六 一 、 八 〇 〇 
大 会

議 室 

Ａ 二 〇 、 八 〇 〇 
Ｂ 一 八 、 八 〇 〇 

Ｃ 一 三 、 四 〇 〇 

中 会
議 室 

Ａ 一 四 、 二 〇 〇 

Ｂ 七 、 七 〇 〇 

貴 賓 室 八 一 、 一 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン 室 六 、 二 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

プ ー ル 

大 人 

一 人 一

回 

円 

八 三 〇 

小 人 四 二 〇 

ア イ ス ス

ケ ー ト 場 

大 人 一 、 六 〇 〇 

小 人 九 三 〇 

観 覧 す る

場 合 

一 四 〇 

ト レ ー ニ

ン グ ル ー

ム 

大 人 七 二 〇 

健 康 体 力

相 談 室 

大 人 二 、 四 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

体
操

器
具 

男 子 全 種 目 

一 式 

一 日 

円 

三 七 、 〇 〇 〇 

女 子 全 種 目 二 四 、 七 〇 〇 

新 体 操 用 床 マ ッ ト 一 二 、 四 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン （ 競

技 用 ） 

六 、 一 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン （ 練

習 用 ） 

三 、 一 〇 〇 

跳 び 箱 一 、 四 〇 〇 

ロ ン グ マ ッ ト 一 枚 

一 日 

三 八 〇 

シ ョ ー ト マ ッ ト 二 三 〇 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 用 具

（ ボ ー ル を 除 く 。 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 、 〇 〇 〇 

バ レ ー ボ ー ル 用 具 （ ボ ー

ル を 除 く 。 ） 

一 、 八 〇 〇 

ハ ン ド ボ ー ル 用 具 （ ボ ー

ル を 除 く 。 ） 

三 、 〇 〇 〇 

テ ニ ス 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及

び ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 八 〇 〇 

卓 球 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及 び

ボ ー ル を 除 く 。 ） 

六 二 〇 

Ｃ 

ア マ チ ュ

ア ス ポ ー

ツ に 利 用

す る 場 合 

一 九 、 七 〇 〇 

 

そ の 他 の

場 合 

六 〇 、 〇 〇 〇 

大 会
議 室 

Ａ 二 〇 、 二 〇 〇 

Ｂ 一 八 、 二 〇 〇 

Ｃ 一 三 、 〇 〇 〇 

中 会
議 室 

Ａ 一 三 、 八 〇 〇 

Ｂ 七 、 四 〇 〇 

貴 賓 室 七 八 、 八 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン 室 六 、 〇 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

プ ー ル 

大 人 

一 人 一

回 

円 

八 〇 〇 

小 人 四 〇 〇 

ア イ ス ス

ケ ー ト 場 

大 人 一 、 五 〇 〇 

小 人 九 〇 〇 

観 覧 す る

場 合 

一 三 〇 

ト レ ー ニ

ン グ ル ー

ム 

大 人 七 〇 〇 

健 康 体 力

相 談 室 

大 人 二 、 三 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

体
操

器
具 

男 子 全 種 目 

一 式 

一 日 

円 

三 五 、 九 〇 〇 

女 子 全 種 目 二 四 、 〇 〇 〇 

新 体 操 用 床 マ ッ ト 一 二 、 〇 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン （ 競

技 用 ） 

五 、 九 〇 〇 

ト ラ ン ポ リ ン （ 練

習 用 ） 

三 、 〇 〇 〇 

跳 び 箱 一 、 三 〇 〇 

ロ ン グ マ ッ ト 一 枚 

一 日 

三 六 〇 

シ ョ ー ト マ ッ ト 二 二 〇 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 用 具 （ ボ

ー ル を 除 く 。 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 、 九 〇 〇 

バ レ ー ボ ー ル 用 具 （ ボ ー ル

を 除 く 。 ） 

一 、 七 〇 〇 

ハ ン ド ボ ー ル 用 具 （ ボ ー ル

を 除 く 。 ） 

二 、 九 〇 〇 

テ ニ ス 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及 び

ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 七 〇 〇 

卓 球 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及 び ボ

ー ル を 除 く 。 ） 

六 〇 〇 



バ ド ミ ン ト ン 用 具 （ ラ ケ

ッ ト 及 び シ ャ ト ル コ ッ

ク を 除 く 。 ） 

 

一 式 

一 日 

六 二 〇 

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ

用 具 

一 二 、 四 〇 〇 
レ ス リ ン グ 用 具 六 、 一 〇 〇 

ボ ク シ ン グ 用 具 二 四 、 七 〇 〇 

ア イ ス ホ ッ ケ ー 用 具 （ パ

ッ ク を 除 く 。 ） 

三 、 二 〇 〇 

シ ョ ー ト ト ラ ッ ク 用 具 三 、 二 〇 〇 

フ ェ ン シ ン グ 用 具 一 二 、 四 〇 〇 

競 泳 用 具 三 、 二 〇 〇 

水 泳 用 具 七 、 四 〇 〇 

飛 込 用 具 三 、 二 〇 〇 

移 動 用 ジ ャ グ ジ ー バ ス 

一 台
一 日 

四 、 六 〇 〇 

ニ ュ ー ス ポ ー ツ 用 具 （ 一

種 目 ） 

一 式
一 日 

六 二 〇 

柔 道 畳 

一 畳
一 日 

一 二 〇 

バ レ ー ボ ー ル 用 コ ー ト

マ ッ ト 

一 面 

一 日 

二 六 、 四 〇 〇 

バ ド ミ ン ト ン 用 コ ー ト

マ ッ ト 

二 、 五 〇 〇 

テ ニ ス 用 コ ー ト マ ッ ト 一 五 、 三 〇 〇 

綱 引 き 用 コ ー ト マ ッ ト 三 、 九 〇 〇 

防 球 ネ ッ ト 

一 台 

一 日 

一 二 〇 

ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ 

一 個 

一 日 

五 五 〇 

ス ト ッ プ ウ オ ッ チ プ リ

ン タ ー 

六 三 〇 

舞
台

設
備 

仮 設 ス テ ー ジ 一 式
一 日 

六 一 、 八 〇 〇 

演 台 ・ 花 台 二 、 五 〇 〇 

バ ト ン 

一 本
一 日 

一 、 三 〇 〇 

放
送

設
備 

メ イ ン ア リ ー ナ 

一 式
一 日 

一 二 、 四 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 七 、 二 〇 〇 

サ ブ プ ー ル 七 、 二 〇 〇 

マ イ ク ロ ホ ン 

一 台
一 日 

一 、 四 〇 〇 

テ レ ビ ジ ョ ン 又 は ラ ジ

オ の 中 継 設 備 

一 式
一 日 

一 二 三 、 四 〇 〇 

照
明

設
備 

メ イ ン ア リ ー ナ 

一 時
間 

四 、 九 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 二 、 五 〇 〇 

サ ブ プ ー ル 二 、 五 〇 〇 

電 光 得 点 表 示 盤 

一 台
一 日 

六 、 一 〇 〇 

大 型 映 像 装 置 一 式
一 日 

一 二 三 、 四 〇 〇 

ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー 二 四 、 七 〇 〇 

バ ド ミ ン ト ン 用 具 （ ラ ケ ッ

ト 及 び シ ャ ト ル コ ッ ク を

除 く 。 ） 

 

一 式 

一 日 

六 〇 〇 

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ 用

具 

一 二 、 〇 〇 〇 

レ ス リ ン グ 用 具 五 、 九 〇 〇 

ボ ク シ ン グ 用 具 二 四 、 〇 〇 〇 

ア イ ス ホ ッ ケ ー 用 具 （ パ ッ

ク を 除 く 。 ） 

三 、 一 〇 〇 

シ ョ ー ト ト ラ ッ ク 用 具 三 、 一 〇 〇 

フ ェ ン シ ン グ 用 具 一 二 、 〇 〇 〇 

競 泳 用 具 三 、 一 〇 〇 

水 泳 用 具 七 、 一 〇 〇 

飛 込 用 具 三 、 一 〇 〇 

移 動 用 ジ ャ グ ジ ー バ ス 

一 台
一 日 

四 、 四 〇 〇 

ニ ュ ー ス ポ ー ツ 用 具 （ 一 種

目 ） 

一 式
一 日 

六 〇 〇 

柔 道 畳 

一 畳
一 日 

一 一 〇 
バ レ ー ボ ー ル 用 コ ー ト マ

ッ ト 

一 面
一 日 

二 五 、 六 〇 〇 

バ ド ミ ン ト ン 用 コ ー ト マ

ッ ト 

二 、 四 〇 〇 

テ ニ ス 用 コ ー ト マ ッ ト 一 四 、 八 〇 〇 

綱 引 き 用 コ ー ト マ ッ ト 三 、 七 〇 〇 

防 球 ネ ッ ト 

一 台 
一 日 

一 一 〇 

ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ 

一 個 

一 日 
五 三 〇 

ス ト ッ プ ウ オ ッ チ プ リ ン

タ ー 
六 一 〇 

舞
台

設
備 

仮 設 ス テ ー ジ 一 式
一 日 

六 〇 、 〇 〇 〇 

演 台 ・ 花 台 二 、 四 〇 〇 

バ ト ン 

一 本
一 日 

一 、 二 〇 〇 

放
送

設
備 

メ イ ン ア リ ー ナ 

一 式
一 日 

一 二 、 〇 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 七 、 〇 〇 〇 

サ ブ プ ー ル 七 、 〇 〇 〇 

マ イ ク ロ ホ ン 

一 台
一 日 

一 、 三 〇 〇 

テ レ ビ ジ ョ ン 又 は ラ ジ オ

の 中 継 設 備 

一 式
一 日 

一 一 九 、 九 〇 〇 

照
明

設
備 

メ イ ン ア リ ー ナ 

一 時
間 

四 、 七 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 二 、 四 〇 〇 

サ ブ プ ー ル 二 、 四 〇 〇 

電 光 得 点 表 示 盤 

一 台
一 日 

五 、 九 〇 〇 

大 型 映 像 装 置 一 式
一 日 

一 一 九 、 九 〇 〇 

ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー 二 四 、 〇 〇 〇 



附 則 

 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

冷
暖

房 

メ イ ン ア リ ー ナ 一 時
間 

三 七 、 〇 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 一 二 、 四 〇 〇 

フ ロ ア シ ー ト 

一 枚
一 日 

六 二 〇 
長 机 一 脚

一 日 

二 四 〇 

補 助 椅 子 一 二 〇 

持 込 電 気 器 具 用 電 源 

一 キ
ロ ワ

ッ ト
一 時

間 

一 二 〇 

土 地 一 平
方 メ

ー ト
ル 一

日 

二 六 〇 

床 四 一 〇 

壁 四 一 〇 

四 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

駐
車

場 

大 型 車 

一 時 間 

円 

一 、 九 〇 〇 

そ の 他 の も

の 

三 八 〇 

備 考 （ 略 ） 

冷
暖

房 

メ イ ン ア リ ー ナ 一 時
間 

三 五 、 九 〇 〇 

サ ブ ア リ ー ナ 一 二 、 〇 〇 〇 

フ ロ ア シ ー ト 

一 枚
一 日 

六 〇 〇 

長 机 一 脚
一 日 

二 三 〇 

補 助 い す 一 一 〇 

持 込 電 気 器 具 用 電 源 

一 キ
ロ ワ

ッ ト
一 時

間 

一 一 〇 

土 地 一 平
方 メ

ー ト
ル 一

日 

二 五 〇 

床 三 九 〇 

壁 三 九 〇 

四 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

駐
車

場 

大 型 車 

一 時 間 

円 

一 、 八 〇 〇 

そ の 他 の も

の 

三 六 〇 
備 考 （ 略 ） 

  


